


 

 

 

Ｉ 設立 

年 月 内 容 

昭和２９年 ７月 

清掃法施行（汚物掃除法の廃止）し尿処理は市町村の固有事務と定め、
し尿くみ取りを業とする者は、市町村長の許可を要する 
市はし尿汲取業者２１社（者）に許可 

昭和３７年 ３月 市による業者の地域割の決定 

昭和４０年１２月 清掃法改正 

昭和４１年 ５月 市議会において「業者を整理統合し、清掃公社に一本化」の決議 

昭和４２年 ８月 
財団法人静岡市清掃公社設立 
市の全額出資 ５００万円（基本財産３００万円、運用財産２００万円） 

昭和４５年１２月 し尿くみ取り業の廃業に伴い１業者を買収 

昭和５７年 ４月 し尿くみ取り業の廃業に伴い１業者を買収 

平成２５年６月現在、静岡市のし尿くみ取り許可業者数 
葵区、駿河区 １公社 ６業者 
清水区        ６業者   計１２業者 

１.経緯（旧静岡市におけるし尿くみ取り業務） 



設立経緯 

くみ取り料金の 
不明確さ 

し尿の河川等への 
不法投棄 

 昭和29年に「し尿を衛生的に処理し、生活環境を清
潔にすることにより、公衆衛生の向上を図ることを目
的に、清掃法が制定されました。 

市民と業者との 
トラブル 

昭和40年清掃法が改正されました。 
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し尿くみ取り業の廃業に伴い１業者を買収 

昭和５７年 ４月 

 

 

し尿くみ取り業の廃業に伴い１業者を買収 

平成２５年６月現在、静岡市のし尿くみ取り許可業者数 
葵区、駿河区 １公社 ６業者 
清水区        ６業者   計１２業者 



№ 年 月 内       容 

 １ 

 ２ 昭和４６年４月  
浄化槽及び汚水処理施設の維持管理業務・浄化槽清掃・汚泥収集運搬
業務 

 ３ 昭和４７年４月 市指定ごみ容器の販売業務 

 ４ 平成 ２年４月 
放置自転車運搬業務 

沼上清掃工場の焼却灰運搬業務 

 ５ 

 ６ 平成１１年２月 南部処理場し尿運搬業務 

 ７ 平成１２年１月 静岡市下水処理場脱水ケーキ運搬業務 

 ８ 平成１９年４月 沼上最終処分場浸出液処理施設運転業務 

 ９ 

１０ 

２.事業の沿革 

昭和４２年８月 静岡市清掃公社設立  

平成１０年４月 

  

家庭ごみ収集運搬業務 

 

  

静岡市中央卸売市場内ごみ収集運搬及び清掃業務 

 

  

静岡市静岡衛生センター南部中継所維持管理業務 

 

  

平成２０年４月 

  
平成２０年４月家庭ごみ収集運搬業務（受託地区を駿河区全域とする。） 

 

  

平成２５年４月 

  

一般財団法人 静岡市環境公社へ移行 

  



昭和42年8月 財団法人清掃公社設立 し尿くみ取り業務 

 

平成10年4月 家庭ごみ収集運搬業務 
 

平成20年4月 家庭ごみ収集運搬業務,駿河区全域へ拡大 



一般財団法人 静岡市環境公社 



Ⅱ 組織の公益性 

定 款 

（目的） 

第３条 この法人は、静岡市及び関係諸団体との協働・連携に基づき環境事業を行うことにより、地 

   域における環境施策の推進と環境保全を図り、もって良好な環境を形成し、市民の健康で文化 

   的な生活の確保に寄与することを目的とする。 

（事業） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(１) 一般廃棄物及び産業廃棄物の処理 

(２) 浄化槽の清掃及び維持管理 

(３) 生活環境及び自然環境の保全 

(４) 環境意識の啓発 

(５) 静岡市からの廃棄物処理事業、環境保全に関する事業及び放置自転車収集運搬事業の受託 

(６) 災害時等の行政機関への協力 

(７) その他この法人の目的達成に必要な事業 

２.前項各号（第6号を除く｡)の事業については、静岡市において行うものとする。 

１.基本理念 



静岡市及び関係諸団体との協働・連携に基づき
環境事業を行う。 

地域における
環境施策の推
進と環境保全 

良好な 
環境形成 

市民の健康で
文化的な生活
の確保に寄与 

基本理念 

上記の目的を達成するため、総合的な環境事業を実施し
ます。定款の中で、災害時等の行政機関への協力を明示
し、セーフティーネットの役割を果たしていきます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評議員会 

 
理事会 監事 

理事長 

業務執行理事 

事務局 

業務部 総務部 

総務課 

・総務 

・経理 

・市指定ごみ容器販売 
 
職員９名・パート職員１０名 

水質管理課 

・し尿くみ取り 

・浄化槽管理清掃 

・汚水施設管理等 
 
職員２３名・臨時職員１名 

廃棄物収集課 

・一般・産業廃棄物収集運搬 

・家庭ごみ収集運搬 

・環境リサイクル等 
 
職員３６名・臨時職員８０名・

パート職員７名 

７名 

７名 ２名 

１９名 １４７名 

職員数合計 １６６名 

２．組織 



(1)職員構成および平均年齢 
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正規職員
平均 
45歳 再雇用 

職員平均
61.7歳 

職員全体 
平均 

47.7歳 

平成25年6月1日現在 



(2)正規職員勤務年数 
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平均 
勤務年数 

15年 



事務局長（兼常務理事）1人 

部長1人 

参与2人 

課長1人 

参事2人 

主幹(兼係長含）7人 

係長級6人 

主任9人 

副主任9人 

主事・技師31人 市OB 4人 

市OB 1人 

市OB 1人 

市OB 1人 

市OB 1人 

臨時・パート職員98人は除く  職員数６９人（事務局長含む） 

平成25年6月1日現在 

(3)職位構成 



（４）業務関係有資格者数 

2人 

2人 

13人 
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3人 
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廃棄物処理施設技術管理者(し尿処理施設） 

廃棄物処理施設技術管理者(廃棄物最終処分場） 

浄化槽管理士(処理対象人数500人槽以下） 

浄化槽技術管理者(処理対象人数501人以上） 

浄化槽清掃技術者 

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 

Ⅰ種衛生管理者 

クレーン・デリック運転士免許(ｸﾚｰﾝ限定） 

玉掛け 

フォークリフト 

大型自動車免許 

(4)業務関係有資格者数 
平成25年6月1日現在 



定款  

基本規則     (評議員会運営規則.理事会運営規則など)  

組織関係規則(処務規程.職務分掌規則） 

人事関係規則(就業規則.給与規則など） 

財務関係規則(経理規則） 

総務関係規則(情報公開規則.安全衛生規則など) 

３.制度・運用 

8規則 

1規則 

2規則 

8規則 

5規則 



１．セーフティーネット機能強化事業 

２．ごみ収集事業 

３．し尿・浄化槽事業 

４．リサイクル都市形成促進事業 

５．環境保全事業 

Ⅲ 活動の公益性 



１.セーフティーネット機能強化事業 



② 
事業を円滑
に推進する 

③ 
安定的な 
収集運搬 
業務を継続
する 

① 
静岡市との
連絡・協議 

④ 
収集車両の
分散配置し 
リスクを回避 

する 

（１）平常時の対策 
①静岡市との連絡協議、計画･立案 

東部 
出張所 

南部 
出張所 

産女 



② 
市の要請に
よりし尿収
集を行う 

④ 
安定した 
市民生活の
継続を確保
する 

① 
静岡市と 

協働・連携 
③ 

中断による
市民サービ
スの低下を
防止する 

（２）緊急時の対策 
①し尿くみ取り業者廃業時対策 



② 
速やかに 
し尿・ごみ
収集を再開
する 

④ 
市民の日常
生活の早期
の回復を図

る 

① 
静岡市との
協働・連携 

③ 
市民の最低
限の生活の
維持を確保
する 

（２）緊急時の対策 
②大規模災害時対策 



東日本大震災 
宮城県七ヶ浜町災害支援 

被災地の様子 



災害廃棄物仮置場 



災害廃棄物仮置場 



マンホール内の汚水等くみ取り 



マンホール内の汚水等くみ取り 



汚水等を下水処理施設につながっている 
マンホールへ投入 



被災地の様子 



被災地の様子 



被災地の様子 



被災地の様子 


